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(57)【要約】
【課題】ユーザが手軽かつ効率的に動画コンテンツを視
聴することができる装置を提供する。
【解決手段】動画コンテンツを構成するシーンに関連す
るキーワードと、前記キーワードが出現する時刻を示す
時間軸情報と、を含むメタデータを取得するシーンメタ
データ取得部と、ユーザが再生する動画コンテンツの情
報を取得する動画コンテンツ情報取得部と、前記取得し
た動画コンテンツの情報に基づいて、前記取得したメタ
データに含まれるキーワードにユーザの嗜好度を付与す
ることによって生成されるコンテンツ嗜好情報を取得す
るコンテンツ嗜好情報取得部と、前記取得したコンテン
ツ嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツに含まれる
キーワードのうち、高い嗜好度のキーワードを、ユーザ
に推薦するシーンに対応させて出力するシーン推薦部と
、を備える動画推薦装置。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動画コンテンツを構成するシーンに関連するキーワードと、前記キーワードが出現する
時刻を示す時間軸情報と、を含むメタデータを取得するシーンメタデータ取得部と、
　ユーザが再生する動画コンテンツの情報を取得する動画コンテンツ情報取得部と、
　前記取得した動画コンテンツの情報に基づいて、前記取得したメタデータに含まれるキ
ーワードにユーザの嗜好度を付与することによって生成されるコンテンツ嗜好情報を取得
するコンテンツ嗜好情報取得部と、
　前記取得したコンテンツ嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツに含まれるキーワー
ドのうち、高い嗜好度のキーワードを、ユーザに推薦するシーンに対応させて出力するシ
ーン推薦部と、を備えることを特徴とする動画推薦システム。
【請求項２】
　前記動画コンテンツを再生する際に、ユーザによって指定されたキーワードを取得する
キーワード取得部と、
　前記取得したキーワードに基づいて、前記メタデータのキーワードにユーザの嗜好度を
付与することによってシーン嗜好情報を生成するシーン嗜好情報生成部と、をさらに備え
、
　前記シーン推薦部は、前記生成されたシーン嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツ
に含まれるキーワードのうち、高い嗜好度のキーワードを、ユーザに推薦するシーンに対
応させて出力することを特徴とする請求項１に記載の動画推薦システム。
【請求項３】
　前記生成されたコンテンツ嗜好情報及び前記生成されたシーン嗜好情報に基づいて、前
記動画コンテンツに含まれるキーワードにユーザの嗜好度を付与することによって生成さ
れるコンテンツ推薦情報を取得するコンテンツ推薦情報取得部と、
　前記取得したコンテンツ推薦情報に基づいて、高い嗜好度の動画コンテンツを、ユーザ
に推薦する動画コンテンツとして出力する動画コンテンツ推薦部と、を備えることを特徴
とする請求項２に記載の動画推薦システム。
【請求項４】
　前記シーン嗜好情報は、ユーザがキーワードを指定する場合に更新されることを特徴と
する請求項２に記載の動画推薦システム。
【請求項５】
　前記動画コンテンツの再生時にユーザによって指定されたキーワードを取得するキーワ
ード取得部と、
　前記指定されたキーワードに関連するシーンを再生する再生制御部と、を備えることを
特徴とする請求項１に記載の動画推薦システム。
【請求項６】
　前記コンテンツ嗜好情報は、ユーザが動画コンテンツを指定する場合に更新されること
を特徴とする請求項１に記載の動画推薦システム。
【請求項７】
　動画コンテンツを構成するシーンに関連するキーワードと、前記キーワードが出現する
時刻の時間軸情報と、を含むメタデータを取得するシーンメタデータ取得部と、
　ユーザが再生する動画コンテンツの情報を取得する動画コンテンツ情報取得部と、
　前記動画コンテンツを再生する際に、ユーザによって指定されたキーワードを取得する
キーワード取得部と、
　前記取得したキーワードに基づいて、前記メタデータのキーワードにユーザの嗜好度を
付与することによってシーン嗜好情報を生成するシーン嗜好情報生成部と、
　前記生成されたシーン嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツに含まれるキーワード
にユーザの嗜好度を付与することによって生成されるコンテンツ推薦情報を取得するコン
テンツ推薦情報取得部と、
　前記取得したコンテンツ推薦情報に基づいて、高い嗜好度の動画コンテンツを、ユーザ
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に推薦する動画コンテンツとして出力する動画コンテンツ推薦部と、を備えることを特徴
とする動画推薦システム。
【請求項８】
　前記取得した動画コンテンツの情報に基づいて、前記取得したメタデータに含まれるキ
ーワードにユーザの嗜好度を付与することによって生成されるコンテンツ嗜好情報を取得
するコンテンツ嗜好情報取得部と、
　前記コンテンツ推薦情報取得部は、前記生成されたシーン嗜好情報及び前記取得したコ
ンテンツ嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツに含まれるキーワードにユーザの嗜好
度を付与することによって生成されるコンテンツ推薦情報を取得することを特徴とする請
求項７に記載の動画推薦システム。
【請求項９】
　ユーザに動画コンテンツを推薦する動画推薦システムにおける動画推薦方法であって、
　前記動画推薦システムは、プログラムを実行するプロセッサと、前記プロセッサによっ
て実行されるプログラムを格納するメモリと、ユーザに提示する動画を出力する出力部と
、ユーザからの入力を受け付ける入力部と、を備え、
　前記動画推薦方法は、
　前記動画コンテンツを構成するシーンに関連するキーワードと、前記キーワードが出現
する時刻を示す時間軸情報と、を含むメタデータを取得するシーンメタデータ取得ステッ
プと、
　ユーザが再生する動画コンテンツの情報を取得する動画コンテンツ情報取得ステップと
、
　前記取得した動画コンテンツの情報に基づいて、前記取得したメタデータに含まれるキ
ーワードにユーザの嗜好度を付与することによって生成されるコンテンツ嗜好情報を取得
するコンテンツ嗜好情報取得ステップと、
　前記取得したコンテンツ嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツに含まれるキーワー
ドのうち、高い嗜好度のキーワードを、ユーザに推薦するシーンに対応させて出力するシ
ーン推薦ステップと、を含む動画推薦方法。
【請求項１０】
　前記動画コンテンツを再生する際に、ユーザによって指定されたキーワードを取得する
キーワード取得ステップと、
　前記取得したキーワードに基づいて、前記メタデータのキーワードにユーザの嗜好度を
付与することによってシーン嗜好情報を生成するシーン嗜好情報生成ステップと、をさら
に含み、
　前記シーン推薦工程は、前記生成されたシーン嗜好情報に基づいて、前記動画コンテン
ツに含まれるキーワードのうち、高い嗜好度のキーワードを、ユーザに推薦するシーンに
対応させて出力することを特徴とする請求項９に記載の動画推薦方法。
【請求項１１】
　前記生成されたコンテンツ嗜好情報及び前記生成されたシーン嗜好情報に基づいて、前
記動画コンテンツに含まれるキーワードにユーザの嗜好度を付与することによって生成さ
れるコンテンツ推薦情報を取得するコンテンツ推薦情報取得ステップと、
　前記取得したコンテンツ推薦情報に基づいて、高い嗜好度の動画コンテンツを、ユーザ
に推薦する動画コンテンツとして出力する動画コンテンツ推薦ステップと、を含むことを
特徴とする請求項１０に記載の動画推薦方法。
【請求項１２】
　前記シーン嗜好情報は、ユーザがキーワードを指定する場合に更新されることを特徴と
する請求項１０に記載の動画推薦方法。
【請求項１３】
　前記動画コンテンツの再生時にユーザによって指定されたキーワードを取得するキーワ
ード取得ステップと、
　前記指定されたキーワードに関連するシーンを再生する再生制御ステップと、を含むこ
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とを特徴とする請求項９に記載の動画推薦方法。
【請求項１４】
　前記コンテンツ嗜好情報は、ユーザが動画コンテンツを指定する場合に更新されること
を特徴とする請求項９に記載の動画推薦方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、動画コンテンツ及び動画コンテンツ内のシーンを推薦する動画推薦装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　地上波デジタル放送、ＢＳ放送、ＣＳ放送等、テレビの多チャンネル化に伴って番組数
が増大している。さらに多数のネット動画も配信されており、ユーザが視聴可能な動画コ
ンテンツは膨大な数となっている。また、ＨＤＤの大容量化や動画圧縮技術の進歩により
、ＨＤＤレコーダーなどの録画機器に保存できる動画コンテンツ数も増加している。
【０００３】
　このため、ユーザが多くの動画コンテンツから好みの動画コンテンツを選択することは
、非常に困難となっている。また、ユーザが動画視聴に費やせる時間は限りがあるため、
好みの動画コンテンツを効率良くユーザが視聴できる要にすることが望まれている。
【０００４】
　そこで、過去にユーザが視聴した動画のタイトル、ジャンル、出演者名等に基づいて生
成したユーザの嗜好情報に基づいて、動画コンテンツの推薦及び自動録画を行う技術が提
案されている（例えば、特許文献１、２参照。）。
【０００５】
　また、動画コンテンツの動画データに含まれるキーワードを表示して、ユーザがキーワ
ードを選択することで、効率よく興味あるシーンだけを視聴することができる技術が提案
されている（例えば、特許文献３、４参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０００－１３７０８号公報
【特許文献２】特開２００７－９６５６０号公報
【特許文献３】特開２００８－１４８０７７号公報
【特許文献４】特開２００９－７７３２２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　特許文献１及び特許文献２に記載の技術は、ユーザの嗜好と合致した動画コンテンツを
コンテンツ単位で推薦、自動録画する技術であり、動画コンテンツ内のどの部分がユーザ
の嗜好に合致しているかという情報をユーザに提供できない。このため動画コンテンツ内
のあるシーンだけがユーザの嗜好に合致する場合に、ユーザは、嗜好に合致しないシーン
を含めて視聴しなければならず、無駄な視聴時間を費やすことになる。
【０００８】
　そこで特許文献３及び特許文献４には、動画コンテンツを視聴するときに、ユーザがキ
ーワードを選択することによって、そのキーワードが関係するシーンを視聴することがで
きる技術が開示されている。しかし、動画コンテンツに多数のキーワードが含まれる場合
、多数のキーワードから一つのキーワードを選択する操作は、ユーザにとって煩雑である
。
【０００９】
　本発明は、ユーザの嗜好と高精度に合致する動画コンテンツ及び動画コンテンツ中のシ
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ーンを推薦し、ユーザが手軽かつ効率良く動画コンテンツを視聴することができるシステ
ムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、動画推薦装置は、動画コ
ンテンツを構成するシーンに関連するキーワードと、前記キーワードが出現する時刻を示
す時間軸情報と、を含むメタデータを取得するシーンメタデータ取得部と、ユーザが再生
する動画コンテンツの情報を取得する動画コンテンツ情報取得部と、前記取得した動画コ
ンテンツの情報に基づいて、前記取得したメタデータに含まれるキーワードにユーザの嗜
好度を付与することによって生成されるコンテンツ嗜好情報を取得するコンテンツ嗜好情
報取得部と、前記取得したコンテンツ嗜好情報に基づいて、前記動画コンテンツに含まれ
るキーワードのうち、高い嗜好度のキーワードを、ユーザに推薦するシーンに対応させて
出力するシーン推薦部と、を備える。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の実施の形態によれば、ユーザは、自分の嗜好に合致する動画コンテンツ及びシ
ーンを容易に選択することができるので、効率の良い視聴が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の第１実施形態における動画推薦システムのハードウェアの構成図である
。
【図２】本発明の第１実施形態における動画推薦システムの機能を示すブロック図である
。
【図３】本発明の第１実施形態におけるシーンメタデータの構成の一例を示す説明図であ
る。
【図４】本発明の第１実施形態におけるコンテンツ嗜好情報、シーン嗜好情報及びシーン
推薦情報を構成するキーワード嗜好情報の一例を示す説明図である。
【図５】本発明の第１実施形態における動画コンテンツ推薦情報の構成の一例を示す説明
図である。
【図６】本発明の第１実施形態における動画コンテンツ推薦情報の画面表示の一例を示す
説明図である。
【図７】本発明の第１実施形態におけるシーン推薦情報の画面表示の一例を示す説明図で
ある。
【図８】本発明の第１実施形態における動画推薦システムの具体的な動作を説明するフロ
ーチャートである。
【図９】本発明の第１実施形態における再生制御処理の動作を説明するフローチャートで
ある。
【図１０】本発明の第２実施形態における動画推薦システムの機能を示すブロック図であ
る。
【図１１】本発明の第３実施形態における動画推薦システムの機能を示すブロック図であ
る。
【図１２】本発明の第４実施形態における動画推薦システムの機能を示すブロック図であ
る。
【図１３】本発明の第５実施形態における動画推薦システムの機能を示すブロック図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、図１から図１３を参照して説明する。
【００１４】
　（第１実施形態）
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　図１は、本発明の第１実施形態における動画推薦システムのハードウェアの構成図であ
る。
【００１５】
　本実施形態の動画推薦システムは、録画機能付きテレビの例を示し、動画データ入力装
置１００、中央処理装置１０１、入力装置１０２、表示装置１０３、音声出力装置１０４
、記憶装置１０５及び二次記憶装置１０６を備える。各装置は、バス１０７によって接続
され、相互にデータの送受信が可能である。
【００１６】
　動画データ入力装置１００は、記憶装置１０５又は二次記憶装置１０６に記憶される動
画データから指定された動画データが入力されるモジュールある。動画データ入力装置１
００は、例えば、後述する記憶装置１０５または二次記憶装置１０６に格納されている動
画データを読み込むモジュールであったり、テレビ放送を受信する場合はテレビのチュー
ナユニットであったり、ネットワーク経由で動画データが入力される場合はＬＡＮカード
等のネットワークカードである。
【００１７】
　中央処理装置１０１は、マイクロプロセッサを主体に構成されており、記憶装置１０５
や二次記憶装置１０６に格納されるプログラムを実行することによって、本動画推薦シス
テムの動作を制御する。
【００１８】
　入力装置１０２は、ユーザの操作指示を入力として受け付ける装置であって、例えば、
リモコン、キーボード、タッチパネルなどである。
【００１９】
　表示装置１０３は、例えば、ディスプレイアダプタ、及びディスプレイアダプタに接続
される液晶パネル又はプロジェクタであり、動画データ入力装置１００に入力された動画
データ又は入力装置１０２をユーザが操作することによって指示を入力する画面を表示す
る。
【００２０】
　音声出力装置１０４は、例えば、サウンドカード及びスピーカなどであり、動画データ
入力装置１００入力される動画データに含まれる音声を出力する。
【００２１】
　記憶装置１０５は、例えば、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）等の揮発性のメモリで
あり、中央処理装置１０１によって実行されるプログラム、本動画推薦システムにおいて
処理されるデータ、及び再生される動画データを格納する。
【００２２】
　二次記憶装置１０６は、ハードディスク装置、ＤＶＤ又はＣＤを装着可能な光ディスク
ドライブ、又はフラッシュメモリ等の不揮発性メモリであり、中央処理装置１０１によっ
て実行されるプログラム、本動画推薦システムにおいて処理されるデータ、及び再生可能
な動画データを格納する。なお、動画データ入力装置１００に入力された動画データを本
動画推薦システムに蓄積しない場合、二次記憶装置１０６を備えなくてもよい。
【００２３】
　本発明の動画推薦システムは、テレビ以外にも動画データを再生可能なハードディスク
レコーダ、ビデオテープレコーダ、パーソナルコンピュータ、又は携帯電話機に適用でき
る。動画推薦システムがハードディスクレコーダ又はビデオテープレコーダである場合は
、前記した構成のうち表示装置１０３及び音声出力装置１０４を備えなくてもよい。
【００２４】
　図２は、本実施形態における動画推薦システムの機能を示すブロック図である。図２に
示す機能は、前述した中央処理装置１０１が記憶装置に格納されたプログラムを実行する
ことによって実現される。なお、その機能の一部又は全部をハードウェアによって実現し
てもよい。
【００２５】
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　本実施形態の動画推薦システムは、再生動画コンテンツ指定部２０１、動画入力部２０
２、再生制御部２０３、表示部２０４、シーンメタデータ生成部２０５、指定キーワード
取得部２０６、コンテンツ嗜好情報生成部２０７、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８
、シーンメタデータ保持部２０９、シーン嗜好情報生成部２１０及びシーン推薦情報生成
部２１１を備える。
【００２６】
　再生動画コンテンツ指定部２０１は、複数の再生可能な動画コンテンツの中からユーザ
による再生すべき動画コンテンツの指定を受け付ける。
【００２７】
　動画入力部２０２には、再生制御部２０３が要求する動画コンテンツや、シーンメタデ
ータ生成部２０５がメタデータを生成する動画コンテンツが、動画データ入力装置１００
から入力される。動画入力部２０２は、入力された動画コンテンツ（動画データ）を再生
制御部２０３及びシーンメタデータ生成部２０５に出力する。
【００２８】
　再生制御部２０３は、再生コンテンツ指定部２０１によって指定された動画コンテンツ
の入力を動画入力部２０２に指示し、動画入力部２０２に入力された動画データから再生
画像及び再生音声を生成し、表示装置１０２及び音声出力装置１０４に出力することによ
って、これらの画像及び音声を再生する。再生処理の詳細は図９を用いて後述する。
【００２９】
　表示部２０４は、表示装置１０３に画像データを出力するドライバであって、再生制御
部２０３から出力された再生動画コンテンツの画像を表示し、シーンメタデータ保持部２
０９に保持されたシーンメタデータを含む選択画面を表示する。例えば、シーンメタデー
タのキーワードを一覧表示して、ユーザによるキーワードの選択を促す。さらに、表示部
２０４は、シーン推薦情報生成部２１１及び動画コンテンツ推薦情報生成部２０８で生成
される推薦情報を含む選択画面を表示する。
【００３０】
　シーンメタデータ生成部２０５は、動画入力部２０２に入力された動画データから、シ
ーンの位置とキーワードを対応させたメタデータを生成し、生成されたシーンメタデータ
をシーンメタデータ保持部２０９に出力する。このシーンメタデータの詳細については後
述する。
【００３１】
　指定キーワード取得部２０６は、表示部２０４に表示されるシーンメタデータ（キーワ
ード）の選択画面を用いてユーザによって指定されたキーワード情報を取得し、取得した
キーワード情報を、再生制御部２０３及びシーン嗜好情報生成部２１０に出力する。
【００３２】
　コンテンツ嗜好情報生成部２０７は、動画入力部２０２に入力された動画コンテンツか
ら、コンテンツ嗜好情報を生成する。嗜好度は、ユーザの嗜好の強さを表す数値である。
コンテンツ嗜好情報は、キーワード、及び、そのキーワードに対するユーザの嗜好度を含
むもので、その詳細は図４を用いて後述する。
【００３３】
　動画コンテンツ推薦情報生成部２０８は、コンテンツ嗜好情報生成部２０７で生成され
るコンテンツ嗜好情報と、シーン嗜好情報生成部２１０で生成されるシーン嗜好情報との
一方又は両方を用いることによって、動画コンテンツ推薦情報を生成する。動画コンテン
ツ推薦情報生成部２０８は、生成した動画コンテンツ推薦情報を表示部２０４に出力する
。
【００３４】
　シーンメタデータ保持部２０９は、生成されたシーンメタデータを保持し、保持される
シーンメタデータを表示部２０４及び再生制御部２０３に出力する。
【００３５】
　シーン嗜好情報生成部２１０は、指定キーワード取得部２０６に入力された指定キーワ
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ードに嗜好度を付与することによって、シーン嗜好情報を生成する。嗜好度は、ユーザの
嗜好の強さを表す数値である。シーン嗜好情報は、キーワード、及び、そのキーワードに
対するユーザの嗜好度を含むもので、その詳細は図４を用いて後述する。なお、シーン嗜
好情報はコンテンツ嗜好情報と同じ構成である。
【００３６】
　シーン推薦情報生成部２１１は、コンテンツ嗜好情報生成部２０７で生成されるコンテ
ンツ嗜好情報と、シーン嗜好情報生成部２１０で生成されるシーン嗜好情報との一方又は
両方を用いることによって、シーン推薦情報を生成する。シーン推薦情報生成部２１１は
、生成したシーン推薦情報を表示部２０４に出力する。
【００３７】
　シーン推薦情報は、コンテンツ嗜好情報及びシーン嗜好情報と同様に、キーワード、及
び、そのキーワードに対するユーザの嗜好度を含む。シーン推薦情報が表示部２０４によ
って表示装置１０３に表示されるので、ユーザは嗜好度の重み付けがされたキーワードか
ら、キーワードを指定することができる。このため、ユーザは、従来のように単なるキー
ワードの羅列から自分が興味をもつキーワードを探して指定する煩わしさがなく、手軽に
キーワードを指定することができる。シーン推薦情報の詳細は図４を用いて後述する。
【００３８】
　ここで動画コンテンツ推薦情報は、動画コンテンツと、その動画コンテンツに対するユ
ーザの嗜好度とを含む。動画コンテンツの嗜好度は、その動画コンテンツの中に含まれる
キーワードに付与された嗜好度を合計したものを用いることができる。動画コンテンツ推
薦情報が表示部２０４によって、表示装置１０３に表示されるので、ユーザは嗜好度の重
み付けがなされた動画コンテンツから自分が興味をもつ動画コンテンツを指定することが
できる。動画コンテンツ推薦情報の詳細は図５を用いて後述する。
【００３９】
　次に、図３から図５を参照して、シーン推薦情報及び動画コンテンツ推薦情報の生成に
ついて説明する。
【００４０】
　まず、図３を参照してシーンメタデータ生成部２０５によって生成され、シーンメタデ
ータ保持部２０９に保持されるシーンメタデータについて説明する。図３は、シーンメタ
データの構成の一例を説明する図である。
【００４１】
　シーンメタデータは、キーワード３０１及びそのキーワードに対応するシーンの出現位
置３０２を含む。
【００４２】
　キーワード３０１は、動画コンテンツを構成するシーンに含まれる情報であり、動画コ
ンテンツの音声、テロップ、字幕などから抽出される。出現位置３０２は、動画コンテン
ツの開始からキーワードに対応するシーンが始まるまでの経過時間である。図３では、一
つのキーワードに一つの出現位置情報を対応させているが、一つのキーワードに対して複
数の出現位置情報を対応させてもよい。
【００４３】
　ここで、シーンメタデータについて具体的に例を挙げて説明する。動画コンテンツが音
楽番組である場合、主に歌唱シーンによって番組が構成される。そして歌唱シーンは歌手
によって分けられる。このとき、出演する歌手名をキーワード３０１とし、その歌手が歌
い始める時間を出現位置３０２に対応させてシーンメタデータを構成することができる。
また、動画コンテンツが複数の話題を扱う情報番組である場合、「ダイエット」「京都」
など話題を表す言葉をキーワード３０１とし、言葉が発せられる又は字幕に出てくる時間
を出現位置３０２に対応させてシーンメタデータを構成することができる。
【００４４】
　次に、コンテンツ嗜好情報生成部２０７で生成されるコンテンツ嗜好情報、シーン嗜好
情報生成部２１０で生成されるシーン嗜好情報及びシーン推薦情報生成部２１１で生成さ
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れるシーン推薦情報について説明する。
【００４５】
　図４は、コンテンツ嗜好情報、シーン嗜好情報及びシーン推薦情報の構成の一例を説明
する図である。
【００４６】
　コンテンツ嗜好情報、シーン嗜好情報及びシーン推薦情報は、キーワード６０１及びそ
のキーワードに対するユーザの嗜好度６０２を含む。
【００４７】
　キーワード６０１は、前述したシーンメタデータを構成するキーワード３０１と同じも
のを用いる。嗜好度６０２は、ユーザが各キーワードに対してどの程度興味を持っている
か、すなわち嗜好の強さを表す数値である。嗜好度６０２は、ユーザによって指定される
再生動画コンテンツ及びキーワードの履歴を用いて、繰り返し選ばれるキーワードの嗜好
度が高くなるように設定される。
【００４８】
　本実施の形態ではコンテンツ嗜好情報及びシーン嗜好情報を考慮してシーン推薦情報が
生成される場合について説明する。
【００４９】
　まず、再生する動画コンテンツがユーザによって選択される。そしてコンテンツ嗜好情
報が生成される。
【００５０】
　コンテンツ嗜好情報は、動画入力部２０２に入力された動画データの履歴と、動画コン
テンツに対するユーザの操作履歴と、電子番組表（Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｐｒｏｇｒａ
ｍ　Ｇｕｉｄｅ）などの動画コンテンツに関する付加情報とを取得して、キーワードの嗜
好度を計算することができる。このコンテンツ嗜好情報の計算には、例えば、特許文献１
や特許文献２に記載されている方法を使用することができる。
【００５１】
　すなわち、よく視聴・録画・再生する動画コンテンツの情報に含まれるキーワードに対
するユーザの嗜好が高いと判定し、その動画の再生等の操作の頻度、動画コンテンツに付
与された全キーワードをデータに含む番組が再生等された頻度などに基づいて、嗜好度を
計算する。
【００５２】
　さらに、指定されたキーワードから得られるシーン嗜好情報と、操作履歴及び番組情報
から得られるコンテンツ嗜好情報を統合して、嗜好度を求めてもよい。
【００５３】
　具体的には、ユーザによって指定された再生動画コンテンツに含まれるキーワードに対
して一律に１ポイントの嗜好度が付与される。また、同一再生動画コンテンツ内で同じキ
ーワードが出現する回数を乗じたポイントを付与してもよい。このとき、キーワードＡの
出現回数が多ければ、キーワードＡの嗜好度ｓ１は他のキーワードの嗜好度より大きくな
る。また、再生動画コンテンツのジャンル及びキーワードの種別に応じてキーワードに付
与する嗜好度を変更してもよい。例えば、ドラマの場合は、出演者のキーワードに他のキ
ーワードよりも高い重み付けをしてポイントを付与してもよい。また、旅番組の場合は、
地名のキーワードに他のキーワードより高い重み付けをしてポイント付与してもよい。こ
のように、コンテンツ内でキーワードの重み付けを変えることによって、ユーザの嗜好に
近付けることができる。
【００５４】
　また、ユーザによって指定されたキーワードには、コンテンツから抽出されたキーワー
ドより高い（例えば、１０ポイントの）嗜好度を付与してもよい。さらに、キーワードが
複数回出現する場合、１回の出現に対して付与されるポイントに出現回数を乗じた値を付
与してもよい。
【００５５】
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　具体的には、キーワードＡ、Ｂの各々の出現回数が２回、その他のキーワードＣ～Ｅの
各々の出現回数が１回、ユーザが指定したキーワードがＡである場合、キーワードＡの嗜
好度ｓ１は２２ポイント、キーワードＢの嗜好度ｓ２は２ポイント、キーワードＣ～Ｅの
嗜好度ｓ３～ｓ５は各々１ポイントとなる。このようにユーザに視聴される機会が多いシ
ーンに係るキーワードは、ポイントが積算されて、高い嗜好度が設定される。
【００５６】
　シーン嗜好情報とコンテンツ嗜好情報の相互利用は、コンテンツ嗜好情報とシーン嗜好
情報とを１対１で加算して嗜好度を求めたが、どちらかの嗜好情報を重み付けをして嗜好
度の求めてもよい。例えば、あるキーワードについて、シーン嗜好情報から得られる嗜好
度がＴ１であり、コンテンツ嗜好情報から得られる嗜好度がＴ２である場合、そのキーワ
ードの嗜好度を、α・Ｔ１＋β・Ｔ２によって求める。この場合、キーワードの特性によ
り、α及びβの値を変えることによって、どちらかの嗜好情報を重視した嗜好度を得るこ
とができる。キーワードの特性は番組ジャンルなどを基準に分類できる。α又はβを０と
した場合、シーン嗜好情報かコンテンツ嗜好情報のいずれかを使用することができる。以
上の方法で求めた嗜好度は、後述するシーンメタデータのキーワード優先表示と、動画コ
ンテンツ推薦情報の生成に対して利用される。
【００５７】
　また、歌番組、お笑い番組などの出演者や、野球などのスポーツの出場選手など、登場
シーンが明確で、出演者名や選手名がキーワードとして指定されて視聴される場合が多い
動画コンテンツでは、それらのキーワードに対するシーン嗜好情報を精度よく取得するこ
とができる。
【００５８】
　一方、コンテンツ嗜好情報では、動画コンテンツ情報の中に含まれる複数の出演者のう
ち、ユーザの嗜好がどの出演者に対して強いのかを早期に判別することは難しく、また、
選手名などのキーワードは、動画コンテンツ情報からは取得しにくい。このため、キーワ
ードに対するコンテンツの嗜好情報を取得しにくい。そのため、シーン嗜好情報を用いる
と、これらの欠点を補うことが可能となり、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８で生成
される動画コンテンツ推薦情報データの精度を向上させることができる。
【００５９】
　一方、ドラマや、番組全体を通して統一したテーマを扱っている番組などでは、シーン
を選択して視聴するより、全体を視聴する場合が多い。このため、シーンに対するキーワ
ードが指定されにくい。従って、ドラマ出演者などのキーワードに対するシーン嗜好情報
生成部２１０では嗜好が生成されにくい場合がある。このようなキーワードについては、
コンテンツ嗜好情報を利用して、後述するシーン選択のためのキーワードを効果的に提示
できる。
【００６０】
　コンテンツ嗜好情報とシーン嗜好情報との間でキーワードに付与する嗜好度のポイント
が異なるのは、再生動画コンテンツに含まれるキーワードより、動画コンテンツ中でユー
ザが指定したキーワードのほうが、ユーザの嗜好度が強いからである。このように、ユー
ザの指定に高い重み付けをして嗜好度を設定することによって、ユーザの嗜好度をより正
確に表すことができる。
【００６１】
　キーワードの嗜好度は、ユーザが再生動画コンテンツを選択するとき及びユーザがキー
ワードを指定するときに更新される。このためユーザの操作回数が多くなるほど、ユーザ
の嗜好度をより正確に表すことができる。
【００６２】
　また、コンテンツ嗜好情報及びシーン嗜好情報を考慮してキーワードに嗜好度が付与さ
れるので、ユーザの嗜好情報の精度が向上する。例えば、動画コンテンツが歌番組やお笑
い番組など出演者毎の登場シーンが明確な番組である場合、ユーザは特定の出演者を指定
して視聴する可能性が高い。このとき、ユーザのお気に入りの出演者を強調する嗜好度を
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コンテンツ嗜好情報に付与することができないが、シーン嗜好情報にはユーザのお気に入
りの出演者に確実に嗜好度を付与することができる。逆に、動画コンテンツがドラマなど
全体を通して視聴する可能性が高い番組である場合、シーン嗜好情報を得にくい。しかし
、コンテンツ嗜好情報は得られるので、ある程度のユーザの嗜好情報は得ることができる
。このようにコンテンツ嗜好情報及びシーン嗜好情報を利用することによって、ユーザの
嗜好を確実に数値化して嗜好度に表すことができる。
【００６３】
　次に、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８で生成される動画コンテンツ推薦情報につ
いて説明する。
【００６４】
　図５は、動画コンテンツ推薦情報の構成の一例を説明する図である。
【００６５】
　動画コンテンツ推薦情報は、コンテンツ７０１及びそのコンテンツに対するユーザの嗜
好度７０２を含む。動画コンテンツ推薦情報は、嗜好度７０２の高い順にコンテンツが並
べられている。
【００６６】
　コンテンツ７０１は、タイトル、放送日時、コンテンツ種別のような、動画コンテンツ
を特定する情報である。コンテンツ７０１に情報が登録される動画コンテンツは、ユーザ
が選択可能かつ再生可能な動画コンテンツであり、これから放映される番組、録画済番組
、ネット動画などが含まれる。
【００６７】
　嗜好度７０２は、ユーザにとって各コンテンツにどの程度興味がありそうか、すなわち
、ユーザの嗜好の強さ表す数値である。例えば、嗜好度７０２は、コンテンツに含まれる
キーワードに対するユーザの嗜好度の合計値を用いることができる。より具体的には、コ
ンテンツＡが嗜好度ＴＡのキーワードＡと嗜好度ＴＢのキーワードＢを含んでいる場合、
コンテンツＡの嗜好度はＴＡ＋ＴＢによって定義することができる。また、キーワードＡ
、Ｂの出現回数ＮＡ、ＮＢを考慮する場合、コンテンツＡの嗜好度はＴＡ×ＮＡ＋ＴＢ×
ＮＢによって定義することができる。
【００６８】
　動画コンテンツ推薦情報は、出演者、ジャンル、コンテンツ内容などの付加情報を含ん
でもよい。また、動画コンテンツ推薦情報は、コンテンツ種別ごとに生成されてもよい。
【００６９】
　次に、図６、図７を参照して、生成された動画コンテンツ推薦情報及びシーン推薦情報
がユーザに提供される方法について具体的に説明する。
【００７０】
　図６は、動画コンテンツ推薦情報の画面表示の一例を説明する図である。
【００７１】
　ユーザに推薦する動画コンテンツは、嗜好度に応じて画面上の表示領域、位置が異なり
、例えば、嗜好度７０２が高い順に表示される。図６に示す画面には、コンテンツＡの嗜
好度が最も高いことが示されている。具体的には、嗜好度の高いコンテンツＡは画面上の
上部に、他のコンテンツよりも表示領域が大きく表示する。また、各コンテンツの表示領
域の色を変えてもよい。このように嗜好度に応じてコンテンツの表示に差を設けることで
、ユーザが嗜好度の高いコンテンツを判別しやすくなる。
【００７２】
　ユーザは、動画コンテンツ推薦情報表示画面を見ながら、入力装置１０２を操作するこ
とによって再生するコンテンツを選択する。
【００７３】
　図７は、シーン推薦情報の画面表示の一例を説明する図である。
【００７４】
　シーン推薦情報画面は、図６に示す画面において、再生する動画コンテンツが選ばれた
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後に表示される。ユーザに推薦されるシーンは、嗜好度が高いキーワード５０１が選択し
やすい位置に表示される。例えば、嗜好度が最も高いキーワードＡは、ユーザが選択しや
すい画面の下部に位置するように表示される。また、画面上には時間軸バー５０２が表示
される。そして時間軸バー５０２には、図７に示すシーン推薦情報表示画面において仮選
択されているキーワードＥの出現位置情報５０３、５０４がマーカによって表示される。
【００７５】
　このように、ユーザは、キーワードとシーンの位置を表示することによって、キーワー
ドと、そのキーワードの出現位置を簡単に把握することができる。
【００７６】
　また、マーカ５０３、５０４の数からキーワードの登場頻度が分かるので、ユーザは、
キーワードの嗜好度だけでなく、その頻度からもシーンを選ぶことができる。
【００７７】
　次に、第１実施形態における動画推薦システムによる処理についてフローチャートを用
いて説明する。図８は、第１実施形態における動画推薦システムの具体的な動作を説明す
るフローチャートである。本動作は、中央処理装置１０１が記憶装置１０５に格納された
プログラムを実行することによって実現される。
【００７８】
　まず、テレビの電源パワーがＯＮになったことが検出された後、動画コンテンツ推薦ボ
タンの操作が検出される（ステップ１３０２）。動画コンテンツ推薦ボタンは、録画され
た動画コンテンツの中からお勧めのコンテンツを紹介して欲しいときにユーザによって操
作されるボタンであり、ユーザが操作するリモコン等に設けられる。
【００７９】
　その後、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８が、動画コンテンツ推薦情報を生成し（
ステップ１３０３）、生成した動画コンテンツ推薦情報を表示部２０４に出力する（ステ
ップ１３０４）。出力された動画コンテンツ推薦情報は、図６に示すようにテレビ等の表
示画面に表示される。
【００８０】
　その後、再生動画コンテンツ取得部２０１が、再生する動画コンテンツを受け付ける（
ステップ１３０５）。再生する動画コンテンツは、テレビ画面に表示された動画コンテン
ツ推薦情報の中からユーザによって選択される。動画コンテンツ取得ステップでは、記憶
装置１０５や二次記憶装置１０６に記録されている再生可能な動画コンテンツを、表示部
２０４が表示装置１０３に一覧表示する（例えば、図６に示す動画コンテンツ推薦情報画
面）。その後、ユーザが、入力装置１０２を用いてコンテンツを選択することによって、
再生するコンテンツを指定することができる。
【００８１】
　次に、動画入力部２０２が、再生する動画コンテンツを取得する（ステップ１３０６）
。
【００８２】
　次に、コンテンツ嗜好情報生成部２０７が、コンテンツ嗜好情報を生成する（ステップ
１３０７）。なお、入力された動画コンテンツの情報を保存しておき、コンテンツの再生
とは別のタイミングでコンテンツ嗜好情報を生成してもよい。
【００８３】
　次に、シーン推薦情報生成部２１１が、キーワードを出力する（ステップ１３０８）。
ここで出力されるキーワードは、シーン推薦情報に基づいて、嗜好度の高い順にシーン推
薦情報表示画面に表示される（図７）。
【００８４】
　次に、シーン推薦情報生成部２１１が、キーワード出現情報を出力する（ステップ１３
０９）。キーワード出現情報とは、キーワードが含まれるシーンの位置の情報であり、動
画コンテンツ開始からの経過時間で表される。本実施形態では、図７のように、ユーザが
選択するキーワードを決定する前に、画面上に表示されたキーワードを仮選択すると、そ
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のキーワードの出現情報がシーン推薦情報表示画面上の時間軸バー５０２に表示される。
【００８５】
　ユーザが入力装置１０２を用いてキーワードを指定した後、指定キーワード取得部２０
７は、ユーザによって指定されたキーワードを検出する（ステップ１３１０）。
【００８６】
　シーン嗜好情報生成部２１０は、指定されたキーワードに基づいてシーン嗜好情報を生
成し、メモリに保存する（ステップ１３１１）。なお、指定されたキーワードの情報を保
存しておき、コンテンツの再生と別のタイミングでシーン嗜好情報を生成してもよい。
【００８７】
　その後、再生制御部２０３は、再生する動画コンテンツの再生制御処理を実行する（ス
テップ１３１２）。再生された動画コンテンツは、表示部２０４に出力され、表示装置１
０３に表示される。
【００８８】
　次に、前述したステップ１３１２の再生制御処理について説明する。
【００８９】
　図９は、再生制御処理を説明するフローチャートである。図９に示す再生制御処理は中
央処理装置１０１が記憶装置１０５に格納された動画再生プログラムを実行することによ
って実現され、より具体的には再生制御部２０３によって実行される。
【００９０】
　まず、現在の再生位置を取得し（ステップ１２０１）、次の再生開始位置を取得する（
ステップ１２０２）。動画コンテンツにおける位置は、動画コンテンツの開始からの経過
時間で表される。次の再生開始位置を取得する（ステップ１２０２）。次の再生開始位置
は、シーンメタデータ２０９のキーワード３０１の出現位置３０２を参照し、現在の再生
位置よりも後で、かつ現在の再生位置に最も近い位置を取得することによって実現できる
。
【００９１】
　その後、次の再生開始位置へジャンプし（ステップ１２０３）、当該再生開始位置から
動画データを再生する（ステップ１２０４）。具体的には、動画データの当該再生位置か
らの再生画像を、表示部２０４から出力することによって表示装置１０３に表示する。ま
た、動画データの当該再生位置からの再生音声を音声出力装置１０４へ出力する。
【００９２】
　次に、再生が終了したか否かを判定する（ステップ１２０５）。この再生終了判定は、
ループの中で繰り返し実行される。再生が終了した場合、本再生制御処理を終了する。具
体的には、その動画データを全て再生した場合、又は、ユーザによって再生終了ボタンが
操作されるなど、視聴終了指示を受けた場合に、終了する。
【００９３】
　次に、再生位置の指定があるか否かを判定する（ステップ１２０６）。この再生位置の
指定の有無の判定は、ループの中で繰り返し実行される。再生位置の指定がある場合、ス
テップ１２０１に戻り、指定された再生位置から動画コンテンツを再生する。再生位置を
変更する指示がされていない場合、ステップＳ１２０４に戻り、この動画コンテンツの再
生を続ける。なお、本再生制御処理では、新しい再生位置が指定されるまで、動画像のフ
レームが連続的にが再生される。
【００９４】
　以上説明したように、第１実施形態の動画推薦システムは、コンテンツ嗜好情報生成部
２０７において、ユーザが再生を指定した動画コンテンツに含まれるキーワードに嗜好度
を付与してコンテンツ嗜好情報を生成する。またシーン嗜好情報生成部２１０において、
ユーザが再生動画コンテンツの中で視聴したいシーンを選ぶために指定したキーワードに
嗜好度を付与してシーン嗜好情報を生成する。このようにキーワードにユーザの嗜好度を
付与することによって、動画コンテンツの嗜好及びシーンの嗜好の両方を測ることができ
る。このため、コンテンツ嗜好情報とシーン嗜好情報とを組み合わせて、シーン推薦情報
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生成部２１１がシーン推薦情報を生成したり、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８が動
画コンテンツ推薦情報を生成することができる。
【００９５】
　また、第１実施形態の動画推薦システムは、再生可能な多数の動画コンテンツの中から
、ユーザの嗜好度が高い動画コンテンツをユーザに推薦する。そして推薦される動画コン
テンツはユーザの嗜好の程度が分かるように画面上に表示される。このためユーザは画面
を見ながら自分の嗜好に合致する確率が高い動画コンテンツを容易に選ぶことができる。
【００９６】
　また、第１実施形態の動画推薦システムは、ユーザが選んだ再生動画コンテンツにおい
てユーザの嗜好度が高いシーンをユーザに推薦する。シーンに対するユーザの嗜好度は、
シーンに係るキーワードに付与されるユーザの嗜好度である。そしてキーワードは、嗜好
度の高いキーワードがユーザに選択されやすいように画面上に表示される。さらに、ユー
ザがキーワードを仮選択すると、そのキーワードの出現位置が画面上の時間軸バーに表示
される。このためユーザは再生動画コンテンツの中で自分の嗜好に合致するシーンを容易
に選ぶことができる。さらにユーザは時間軸バーの出現位置マーカを選択して、その出現
位置のシーンから動画コンテンツを再生することができる。ユーザは自分の嗜好に合う視
聴したいシーンのみを再生することができるので、効率良い視聴ができる。
【００９７】
　さらに、シーンや動画コンテンツに対するユーザの嗜好度は、ユーザが選択した再生動
画コンテンツに含まれるキーワードやユーザが指定したキーワードに付与される。そして
、ユーザの嗜好度はユーザの選択回数が増えるほど積算される。すなわち、ユーザが選択
したコンテンツやシーンに嗜好度が付与されるので、ユーザの嗜好に合うキーワードは確
実に嗜好度が高くなる。よって、ユーザに推薦されるシーンや動画コンテンツはユーザの
嗜好に合致する確率が高くなる。
【００９８】
　以上により、第１実施形態の動画推薦システムによって、ユーザは自分の嗜好に合致し
た動画コンテンツを選択して、動画コンテンツ内において嗜好に合致したシーンだけを手
軽に効率良く視聴することができる。
【００９９】
　（第２実施形態）
　図１０は、本発明の第２実施形態における動画推薦システムの機能ブロック図である。
【０１００】
　前述した第１実施形態では、シーンメタデータを動画推薦装置（端末）で生成したが、
シーンメタデータを端末以外のサーバで生成してもよい。第２実施形態は、シーンメタデ
ータをサーバで生成する例である。なお、以下では、前述した第１実施形態と同じ機能を
果たす構成には、同じ符号を付し、それらの説明を省略する。
【０１０１】
　第２実施形態の動画推薦システムは、サーバ８０１及び端末８０４を備える。
【０１０２】
　サーバ８０１は、マイクロプロセッサ、記憶装置（メモリ）、補助記憶装置（磁気ディ
スクドライブ）、通信インターフェースを備える計算機であって、シーンメタデータ生成
部８０２、シーンメタデータ提供手段８０３及びシーンメタデータ保持部８０６を備える
。
【０１０３】
　シーンメタデータ生成部８０２は、シーンメタデータを生成し、シーンメタデータ保持
部８０６に格納する。シーンメタデータ提供部８０３は、端末８０４から要求されたコン
テンツのシーンメタデータを、シーンメタデータ保持部８０６から読み出し、端末８０４
のシーンメタデータ取得部８０５に送信する。
【０１０４】
　シーンメタデータ生成部８０２及びシーンメタデータ提供部８０３は、マイクロプロセ
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ッサがメモリに格納されたプログラムを実行することによって実現される。シーンメタデ
ータ保持部８０６は、補助記憶装置に設けられる記憶領域である。
【０１０５】
　シーンメタデータ生成部８０２によるシーンメタデータの生成は、動画コンテンツに含
まれるシーンを象徴するキーワードと、そのキーワードの出現位置に基づいて、人手によ
って作成してもよいし、特許文献４に記載された方法によって生成してもよい。
【０１０６】
　端末８０４は、シーンメタデータ取得部８０５、再生動画コンテンツ指定部２０１、動
画入力部２０２、再生制御部２０３、表示部２０４、指定キーワード取得部２０６、コン
テンツ嗜好情報生成部２０７、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８、シーンメタデータ
保持部２０９、シーン嗜好情報生成部２１０及びシーン推薦情報生成部２１１を備える。
【０１０７】
　端末８０４は、シーンメタデータ取得部８０５がサーバ８０１から取得したシーンメタ
データをシーンメタデータ保持部２０９に格納し、この格納されたシーンメタデータを用
いて、前述した第１実施形態と同じ処理を実行する。
【０１０８】
　（第３実施形態）
　図１１は、本発明の第３実施形態における動画推薦システムの機能ブロック図である。
【０１０９】
　前述した第１実施形態では、動画コンテンツ推薦情報を動画推薦装置（端末）で生成し
たが、動画コンテンツ推薦情報を端末以外のサーバで生成してもよい。第３実施形態は、
動画コンテンツ推薦情報をサーバで生成する例である。なお、以下では、前述した第１及
び第２実施形態と同じ機能を果たす構成には、同じ符号を付し、それらの説明を省略する
。
【０１１０】
　第３実施形態の動画推薦システムは、サーバ９０３及び端末９０１を備える。
【０１１１】
　サーバ９０３は、シーンメタデータ生成部８０２、シーンメタデータ提供部８０３、シ
ーンメタデータ保持部８０６、動画コンテンツ推薦情報提供部９０６、嗜好情報取得部９
０４、動画コンテンツ推薦情報生成部９０５及び動画コンテンツ推薦情報保持部９０９を
備える。
【０１１２】
　嗜好情報取得部９０４は、端末９０１の嗜好情報送信部９０２から送信された嗜好情報
データを受信する。動画コンテンツ推薦情報生成部９０５は、受信した嗜好情報データに
基づいて、動画コンテンツ推薦情報データを生成する。動画コンテンツ推薦情報提供部９
０６は、動画コンテンツ推薦情報データを端末９０１の動画コンテンツ推薦情報取得部９
０８に送信する。サーバ９０３の他の構成は前述した第２実施形態同じである。
【０１１３】
　端末９０１は、シーンメタデータ取得部８０５、再生動画コンテンツ指定部２０１、動
画入力部２０２、再生制御部２０３、表示部２０４、指定キーワード取得部２０６、コン
テンツ嗜好情報生成部２０７、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８、シーンメタデータ
保持部２０９、シーン嗜好情報生成部２１０及びシーン推薦情報生成部２１１を備える。
【０１１４】
　動画コンテンツ推薦情報生成部９０５が動画コンテンツ推薦情報データを生成する方法
は、第１実施形態の動画コンテンツ推薦情報生成部２０８が動画コンテンツ推薦情報デー
タを生成する方法と同様である。
【０１１５】
　また、複数の端末から得た嗜好情報を用い、人気ランキング付けや協調フィルタリング
をした後、複数ユーザの情報に基づいて動画コンテンツ推薦情報を生成してもよい。
【０１１６】
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　なお、第３実施形態では、シーンメタデータをサーバ９０３で生成したが、シーンメタ
データ生成部を端末９０１に設け、シーンメタデータを端末９０１で生成してもよい。
【０１１７】
　（第４実施形態）
　図１２は、本発明の第４実施形態における動画推薦システムの機能ブロック図である。
【０１１８】
　前述した第１実施形態では、コンテンツ嗜好情報を動画推薦装置（端末）で生成したが
、コンテンツ嗜好情報を端末以外のサーバで生成してもよい。第４実施形態は、コンテン
ツ嗜好情報をサーバで生成する例である。なお、以下では、前述した第１から第３実施形
態と同じ機能を果たす構成には、同じ符号を付し、それらの説明を省略する。
【０１１９】
　第４実施形態の動画推薦システムは、サーバ１００３及び端末１００１を備える。
【０１２０】
　サーバ１００３は、シーンメタデータ生成部８０２、シーンメタデータ提供部８０３、
シーンメタデータ保持部８０６、コンテンツ嗜好情報生成部１００４、嗜好情報保持部１
００５及び嗜好情報提供部１００６を備える。端末１００１は、シーンメタデータ取得部
８０５、再生動画コンテンツ指定部２０１、動画入力部２０２、再生制御部１００２、表
示部２０４、指定キーワード取得部２０６、動画コンテンツ推薦情報生成部２０８、シー
ンメタデータ保持部２０９及びシーン嗜好情報生成部１００８を備える。
【０１２１】
　端末１００１の再生制御部１００２は、再生などの操作の履歴、及び指定キーワードか
ら得られたシーン嗜好情報を、サーバ１００３のコンテンツ嗜好情報生成部１００４に送
信する。
【０１２２】
　コンテンツ嗜好情報生成部１００４は、受信した情報（操作履歴、シーン嗜好情報）に
基づいて、嗜好情報を生成し、嗜好情報保持部１００５に格納する。コンテンツ嗜好情報
生成部１００４が嗜好情報を生成する方法は、第１実施形態のコンテンツ嗜好情報生成部
２０７が嗜好情報を生成する方法と同様である。さらに、複数の端末から得た嗜好情報を
用い、一般に人気の高い（嗜好度の高い）キーワードを求める等、複数ユーザを対象とす
る嗜好情報を生成してもよい。
【０１２３】
　嗜好情報提供部１００６は、嗜好情報保持部１００５に格納された嗜好情報を、端末１
００１の嗜好情報取得部１００７及びシーン嗜好情報生成部１００８に送信する。端末１
００１の他の構成は、第３実施形態の動画推薦システム（端末９０１）と同じである。
【０１２４】
　なお、第４実施形態では、シーンメタデータをサーバ１００３で生成したが、シーンメ
タデータ生成部を端末１００１に設け、シーンメタデータを端末１００１で生成してもよ
い。
【０１２５】
　（第５実施形態）
　図１３は、本発明の第５実施形態における動画推薦システムの機能ブロック図である。
【０１２６】
　前述した第１実施形態では、コンテンツ嗜好情報及び動画コンテンツ推薦情報を動画推
薦装置（端末）で生成したが、コンテンツ嗜好情報及び動画コンテンツ推薦情報を端末以
外のサーバで生成してもよい。第５実施形態は、コンテンツ嗜好情報及び動画コンテンツ
推薦情報をサーバで生成する例である。なお、以下では、前述した第１から第４実施形態
と同じ機能を果たす構成には、同じ符号を付し、それらの説明を省略する。
【０１２７】
　第５実施形態の動画推薦システムは、サーバ１１０１及び端末１１０６を備える。
【０１２８】
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　サーバ１１０１は、シーンメタデータ生成部８０２、シーンメタデータ提供部８０３、
シーンメタデータ保持部８０６、コンテンツ嗜好情報生成部１１０２、動画コンテンツ推
薦情報生成部１１０３、嗜好情報提供部１１０４、動画コンテンツ推薦情報提供部１１０
５及び嗜好情報・動画コンテンツ推薦情報保持部１１１０を備える。端末１１０６は、シ
ーンメタデータ取得部８０５、再生動画コンテンツ指定部２０１、動画入力部２０２、再
生制御部１００２、表示部２０４、指定キーワード取得部２０６、シーンメタデータ保持
部２０９、動画コンテンツ推薦情報取得部１１０７、嗜好情報取得部１１０８及びシーン
嗜好情報生成部１１０９を備える。
【０１２９】
　前述した第４実施形態と同様に、サーバ１１０１のコンテンツ嗜好情報生成部１１０２
が、端末１１０６の再生制御部１００２及びシーン嗜好情報生成部１１０９から情報（操
作履歴、シーン嗜好情報）を受信し、嗜好情報を生成する。嗜好情報の生成は第４実施形
態と同じである。
【０１３０】
　動画コンテンツ推薦情報生成部１１０３は、コンテンツ嗜好生成部１１０２が生成した
嗜好情報に基づいて、動画コンテンツ推薦情報を生成し、嗜好情報・動画コンテンツ推薦
情報保持部１１１０に格納する。動画コンテンツ推薦情報の生成は第３実施形態と同じで
ある。
【０１３１】
　嗜好情報提供部１１０４は、嗜好情報・動画コンテンツ推薦情報保持部１１１０に格納
された嗜好情報を、端末１１０６の嗜好情報取得部１１０８及びシーン嗜好情報生成部１
１０９に送信する。
【０１３２】
　動画コンテンツ推薦情報提供部１１０５は、嗜好情報・動画コンテンツ推薦情報保持部
１１１０に格納された動画コンテンツ推薦情報を、端末１１０６の動画コンテンツ推薦情
報取得部１１０７に送信する。
【０１３３】
　嗜好情報取得部１１０８及び動画コンテンツ推薦情報取得部１１０７が取得したデータ
（シーン嗜好情報、動画コンテンツ推薦情報）に基づいて、第１実施形態と同様に表示処
理を行う。
【０１３４】
　なお、第５実施形態では、シーンメタデータをサーバ１１０１で生成したが、シーンメ
タデータ生成部を端末１１０６に設け、シーンメタデータを端末１１０６で生成してもよ
い。
【０１３５】
　なお、以上説明した第２から第５実施形態では、シーン嗜好情報を端末で生成したが、
シーン嗜好情報生成部をサーバに設け、シーン嗜好情報をサーバで生成してもよい。この
ように、シーンメタデータ生成、嗜好情報生成及び動画コンテンツ推薦情報生成のすべて
を端末側で実行するように構成できるし、部分的にサーバ側で実行する構成もできる。
【０１３６】
　本発明の実施形態によると、ユーザは嗜好に合致した動画コンテンツや、動画コンテン
ツ内のシーンだけを容易かつ効率よく視聴することができる。
【符号の説明】
【０１３７】
１００　動画データ入力装置
１０１　中央処理装置
１０２　入力装置
１０３　表示装置
１０４　音声出力装置
１０５　記憶装置



(18) JP 2012-8789 A 2012.1.12

10

20

１０６　二次記憶装置
２０１　再生コンテンツ指定部
２０２　動画入力部
２０３、１００２　再生制御部
２０４　表示部
２０５、８０２　シーンメタデータ生成部
２０６　指定キーワード取得部
２０７、１００４、１１０２　コンテンツ嗜好情報生成部
２０８、９０５、１１０３、　動画コンテンツ推薦情報生成部
２０９　シーンメタデータ保持部
２１０、１００８、１１０９　シーン嗜好情報生成部
２１１　シーン推薦情報生成部
８０１、９０３、１００３、１１０１　サーバ
８０３　シーンメタデータ提供部
８０４、９０１、１００１、１１０６　端末
８０５　シーンメタデータ取得部
９０２、１００６、１１０４　嗜好情報提供部
９０４、１００７、１１０８　嗜好情報取得部
９０６、１１０５　動画コンテンツ推薦情報提供部
９０８、１１０７　動画コンテンツ推薦情報取得部
９０９　動画コンテンツ推薦情報保持部
１００５　嗜好情報保持部
１１１０　嗜好情報・動画コンテンツ推薦情報保持部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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